
住民税の課税標準額及び市民税調整控除額の確認方法 

 

住民税の課税標準額及び市民税調整控除額は、下記いずれかの書類により確認すること

ができます。 

 

1.市民税・県民税 特別徴収税額決定通知書 ⇒ 会社などにお勤めの方 

2.市民税・県民税 課税（非課税）証明書 ⇒ 市役所、行政センター、役所屋で発行 

3.市民税・県民税 納税通知書（税額決定通知書） ⇒ 自営業、普通徴収の方 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.市民税・県民税 特別徴収税額決定通知書 

「課税標準額×６％－市民税調整控除

の額」で算出した金額が 51,200 円未満 

横須賀市奨学支援金（修学支援金） 

2.市民税・県民税 課税（非課税）証明書 

提出書類として使用する場合は、 

氏名の記載がある部分も含めて
．．．．．．．．．．．．．．

 

コピーしてください。 

調整控除 市民税 〇〇円 

市調整控除    円 

「課税標準額×６％－市民税調

整控除の額」で算出した金額が

51,200 円未満 

裏面あり 



 

 

 

 

 

 
 

★確認時の注意事項 

・同一世帯全員の「課税標準額×６％－市民税調整控除の額」で算出した金額を合算し、51,200 円 

を下回る世帯が対象となります。ただし、税法上の扶養親族及び配偶者控除対象者については計 

算に含みません。(配偶者特別控除対象者の方は含みます。) 

 

3.市民税・県民税 納税通知書（税額決定通知書） 

提出書類として使用する場合は、 

１、３及び７ページ目を
．．．．．．．．．．．

コピーし

てください。 

３ページ目に記載されています 

７ページ目に記載されています 

「課税標準額×６％－市民税調整控除

の額」で算出した金額が 51,200 円未満 


